
一定の規模以上の土地の形質の変更時の届出について（法第３条７項） 

 

 

 

土壌汚染対策法第 3 条第 7 項の規定により、ただし書の確認を受けた土地において

900 ㎡以上の土地の形質の変更をしようとする者は、あらかじめ富山市長への届出が

義務付けられています。 

 

１  届出が必要な行為 

届出の対象となる「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般を

いい、具体的には、掘削と盛土のことをいいます。土地の形質の変更の部分の面積

が 900 ㎡以上であれば、下記の届出を要しない行為を除き、届出が義務付けられま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【届出を要しない行為】 

①  形質変更の深さが最大 50cm 未満であって、当該土地の形質の変更の対象と

なる土地の区域外へ土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない行為 

②  非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

③  変更の内容が盛土のみである場合  

 

２  届出者 

届出者は、法第３条第１項ただし書の確認に係る土地の所有者等になります。 

 

３  届出の際の添付図面及び書類 

届出様式（様式第６）に添えて、次の図面や書類を添付してください。 

①  土地の形質の変更をしようとする場所及び深さの範囲を明らかにした平面図、

立面図及び断面図 （土地の形質の変更が行われる範囲を明示した図面で、掘削

部分と盛土部分が区別して表示されているもの。また、掘削の深度が表示され

ているもの。） 

②  その他 

   付近見取図や登記事項証明書など届出の参考となる資料を添付してください。 

事業予定地 

掘削部分 

掘削部分 

盛土部分 

(舗装・仮置き含む) 
土地の形質変更（掘削と盛土）

の面積の合計が一定規模以上と

なる場合は届出が必要です。 

 



 

４  届出時期 

  届出は、土地の形質の変更をする前にあらかじめ届出が必要です。この場合、届

出の後に行う調査や行政手続きに要する相当の期間を想定して、工事着手予定日よ

り充分前に届出を行ってください。 

 

５  届出先及び届出部数 

  届出先 富山市役所環境部環境保全課（東館２階）の窓口に持参して下さい。 

届出部数 １部（なお、別に控えを作成し、保管しておいてください。） 

 

６  届出後の流れ 

  届出後、市長は当該土地の特定有害物質による汚染の状況について、土地所有者

等に対し、指定調査機関により調査させてその結果を報告すべきことを命じます。 

 

 

 

  



 

一定の規模以上の土地の形質の変更時の届出フロー （法第３条関係） 

 

土地の形質の変更を計画 

盛土、掘削部分の合計が 900 ㎡

以上になる場合は届出対象 

あらかじめ届出書を提出※１ 

【様式６】 

行政手続法による弁明の機会

の付与 

土地所有者等に対し調査を命令 

土壌汚染状況調査を実施し、

調査結果の報告※２【様式７】 

指定基準への適合状況を判断

 

※１ 届出後に行う調査や行政手続き等に相当

の期間を要することを想定し、土地の形質

の変更の予定日より充分前に届出を行っ

てください。 

不適合 

適合 

着手予定日より工事着工 

要措置区域等に指定 

※２ 調査命令の前に実施した土壌汚染状況調

査結果であっても、当該調査以後に新たな汚

染のおそれがないときは、その結果を当該命

令に基づく調査の報告に利用することがで

きます。 


